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Ⅰ　団体の概要
（令和4年4⽉1⽇現在）

Ⅱ　点検評価（団体の必要性）

１ 団体の設⽴⽬的（定款）

２ 団体が果すべき使命・役割

点検評価表（外郭団体）

団　　体　　名 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構
所　　在　　地 浜松市中区東伊場2-7-1 設⽴年⽉⽇ 昭和56年3⽉27⽇
代　　表　　者 理事⻑　　古橋　利広 県 所 管 課 経済産業部新産業集積課

運営する施設 －
団体ホームページ https://www.hai.or.jp

出資者 出資額（千円） ⽐率（％） 役職員の状況（人）
静岡県  183,000 18.9%  常勤役員  1  常勤職員  33 
浜松市  556,700 57.6%  うち県OB  -  うち県OB  2 
市町（浜松市以外）  4,500 0.5%  うち県派遣  -  うち県派遣  2 
その他  221,500 22.9%  非常勤役員  24  非常勤職員  9 

役員 計  25 職員 計  42 
基本財産（資本⾦） 計  965,700 100.0%

設⽴に係る根拠法令等
⼀般社団法人及び⼀般財団法人に関する法律
公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律
（⾼度技術⼯業集積地域開発促進法）

団体の沿革

昭和56年（1981年）（財）ローカル技術開発協会を設⽴
昭和58年（1983年）（財）電⼦化機械技術研究所を設⽴
平成3年（1991年）（財）ローカル技術開発協会と（財）電⼦化機械技術
研究所を統合、（財）浜松地域テクノポリス推進機構と改称
平成19年（2007年） はままつ産業創造センターが開設
平成21年（2009年）（財）静岡県⻄部地域地場産業センターを統合
平成24年（2012年）（財）浜松地域テクノポリス推進機構とはままつ産業創
造センターを統合、（公財）浜松地域イノベーション推進機構として新たにスタート

産学官との交流及び連携のもとに各種事業を通じて地域企業の経営基盤強化を図ることにより、浜松地域
はもとより静岡県の産業経済の発展に寄与することを目的とする。

（1）ミッション 
　　地域企業における経営資源の開拓・強化と成⻑分野への参⼊⽀援 
（2）地域における位置付け
　①地域の総合的な産業⽀援機関
　②「光・電⼦技術を活用する地域ビジョン」の推進機関 
　③「はままつ産業イノベーション構想」の推進機関

https://www.hai.or.jp


３ 団体を取り巻く環境
区　分 内　　　　容

団体を取り巻く社会経
済環境の変化や新たな
県⺠ニーズ

浜松地域の基幹産業として発展を⽀えてきた⾃動⾞産業において、ＥＶ化や⾃
動運転などの産業構造が急激に変化しているなか、地域経済の再生と将来への持
続的な発展のため、それらに対応する積極的な産業⽀援が必要となっている。

⾏政施策と団体活動と
の関係（役割分担）

静岡県などが定めた「光・電⼦技術を活用する地域ビジョン」を実現する事務局
（フォトンバレーセンター）を設置。
浜松市は、「はままつ産業イノベーション構想」において、当財団を地域の中核的・
総合的な産業⽀援機関と位置付けている。

⺠間企業や他の団体と
の関係（役割分担）

地域産業を牽引する中堅企業はもとより、ものづくりにおいて成⻑分野や新事業展
開に挑戦する中⼩企業を積極的に⽀援し、事業成果に直結する取り組みを⾏い、
地域企業にとって必要とされる⽀援機関としての役割を担う。
昨今の産業構造の急激な変化や技術の⾼度化のなか、中⼩企業においても⾼度
で専門性の⾼い⽀援が求められている。そのため、⽀援対象が静岡県全域の産業
振興財団と産業⽀援という観点では同じであるが、浜松地域に拠点を構え、地域
の基盤産業である輸送機器産業や光電⼦産業に特化した専門性の⾼い⽀援を
迅速に⾏っている。また相談内容に応じ、他機関を紹介するなどの浜松企業の総
合相談窓⼝機能や産学官⾦の連携や調整のとりまとめの役割を担っている。



４ 事業概要 （単位︓千円 ）
区分 事業名 事業概要 R3 決算 R4 予算

県補
助

情報発信 ○広報事業…研究開発や事業化等に有益な情報
をホームページ、メールマガジン及び情報誌等により発
信する。

2,492 3,953

市町
委託

相談・コンシェルジュ ○相談事業…経営・技術・知財のコーディネーターが
企業や個人が抱える問題の解決のため相談に応じる
とともに⺠間の専門家を企業へ派遣する。

3,519 4,378

市町
委託

○企業訪問事業…コーディネーターを中心としたプロ
ジェクトチームが企業訪問を⾏い、企業が抱える課題
の解決に取り組む。

1,411 1,695

市町
委託

○研究会推進事業…各種研究会の事務局としてセ
ミナーや講座等の企画運営に係る側⾯⽀援を⾏う。

- -

⾃主
事業

創業・新事業展開
⽀援

○創業・新事業展開事業…地域経済の活性化を
図るため、産学官⾦の連携により、起業や新事業展
開を促進する環境を構築する。

6,788 6,873

⾃主
事業

○債務保証事業…優れた技術⼒・製品開発⼒があ
るが資⾦調達⼒の乏しい中⼩企業の研究開発資⾦
借り⼊れに対して無担保の債務保証を⾏う。

1,741 1,900

市町
委託

知財総合⽀援 ○知的財産活用推進事業…知的財産活用に関す
る各種相談に応じるとともに、知財に関する講演会や
人材育成講習を開催する。

916 1,043

⾃主
事業

○はままつ知財研究会連携事業…はままつ知財研
究会が開催する知的財産に関する研究会、講演会
等の事務局として⽀援を⾏う。

－ －

市町
委託

○特許等出願⽀援補助事業…浜松地域の中⼩企
業の特許等の出願を促進することにより、知的財産
権を活用した事業展開を⽀援する。

44 44

県補
助

人材育成⽀援 〇製造中核人材育成事業…地域の基盤製造技術
を体系的に理解し、前後の⼯程等を⾒通した現場マ
ネジメントを担うことができる中核人材を育成する。

1,347 2,370

県補
助

〇現場⼒向上人材育成事業…製造現場の流れを
改善することにより、生産リードタイム短縮など現場⼒
を向上させるための人材を育成する。

1,703 2,804

県補
助

〇新規事業育成事業…⾃社の強みを活かしたオリジ
ナル製品を企画から販売まで⼀気通貫で実践できる
人材を育成し、下請け企業の⾃社製品開発を⽀援
する。

1,024 1,544



合　　　計 416,521 376,584

市町
委託

○新産業創出⽀援事業…複合的な産業構造への
転換を図るため、成⻑が⾒込まれる産業分野への参
⼊を促す。ロボット分野への参⼊は、SIerやロボットを
動かせる人材育成を⾏うことにより、産業用ロボット分
野への事業化⽀援を⾏う。

10,227 20,233

国補
助

○国等の研究開発事業化⽀援事業…経済産業省
が⾏う戦略的基盤技術⾼度化⽀援事業（サポイ
ン）をはじめ、国、県、市などの企業の新技術開発や
経営基盤強化を推進する各種競争的資⾦活用を
⽀援する。

 124,219  - 

県補
助

○競争的資⾦等獲得⽀援事業…中⼩企業におけ
る競争的資⾦の獲得促進セミナーの開催、⽀援情
報の収集・提供、提案の個別相談、提案書の作成
⽀援等を⾏い、地域中⼩企業の研究開発やイノベー
ションの取組を後押しする。

 446  1,136 

⾃主
事業

○はままつ次世代光・健康医療産業創出事業…
「はままつ次世代光・健康医療産業創出事業（はま
まつ医⼯連携拠点事業）」の活動を⽀援するため、
提案機関の⼀つとして活動を⽀援する。

500 500

⾃主
事業

○地域産業活性化⽀援事業…多様化する地域産
業や地域企業のニーズに対して、迅速かつ効果的に
対応する施策を実施・検証する。

124 2,000

県補
助

○フォトンバレーセンター事業…フォトニクス技術、電
⼦技術などを活用して、ものづくり、流通、農林⽔産
業などあらゆる既存産業の⾼度化、生産性向上を⽀
援する。

149,882 187,620

県補
助

○次世代⾃動⾞センター事業‥・中⼩企業が「固有
技術」を活かし、次世代⾃動⾞の部品を製造すること
で、新たなビジネス展開ができるように、開発・設計か
ら製造・販売までを⽀援する。

109,390 133,500

市町
委託

○ものづくり販路開拓⽀援事業…国内外で開催され
る各種展⽰商談会へ出展する企業に対し、資⾦助
成や助⾔等の⽀援を⾏う。

3 620

⾃主
事業

○マッチング⽀援事業…大手企業等との商談やマッ
チングの機会を提供し、販路開拓・受注獲得などのビ
ジネスチャンスを創出する。

630 2,822

市町
委託

○デジタルマーケティング推進事業…ウェブサイトを活
用したデジタルマーケティングに関するセミナーを実施す
る。また、中⼩企業のウェブサイト構築を⽀援する。

－ 1,225

市町
委託

○海外ビジネス展開⽀援事業…営業または生産拠
点の新設等による海外進出等の可否を検討するため
に実施する事業化可能性調査に補助⾦を交付す
る。

115 324

新事業開発⽀援

販路開拓⽀援



５ 事業成果指標

６ 事業成果の総括評価

※判定欄　…　○︓良好　　△︓改善を要する　　×︓抜本的な改革が必要

目標（上段）及び実績（下段）

評価
30 30 30 30
36 43 51 （R3）

90以上 90以上 90以上 90以上
97 97 100 （R3）
1 1 3 3
5 0 0 （R3）

⿊字 ⿊字 ⿊字 ⿊字
⿊字 ⿊字 ⿊字 （R3）

※評価　…　Ａ︓目標達成　　Ｂ︓目標未達成　　Ｃ︓目標未達成（乖離大）

団体の⾃己評価 県所管課による評価
判定 評価 判定 評価
○ ・新型コロナウイルスの影響で、活動に制限を

受けた１年であったが、技術CD等のきめ細か
な⽀援活動により、「⽀援先における製品化・
事業化」は、目標値30件に対し51件の実績と
なり、昨年度を上回る成果となった。
・人材育成主要講座は、受講者満⾜度
100％の結果を得た。企業訪問等によって企
業のニーズ等を掴み、講座に反映させていること
が満⾜度に繋がった要因と考える。
・サポインの採択件数は、実績なしとなった。新
型コロナの影響で活動が制限され、きめ細かな
⽀援ができなかったことなどが要因として考えら
れる。R4年度も引き続き、Go-Tech(旧サポイ
ン）補助⾦の獲得に向け、きめ細かな⽀援を
実施する。

○ 製品化・事業化件数は目標件数30件に対し
て51件の⾼い実績であり、人材育成講座にお
ける満⾜度も、目標値90％以上に対し
100％と⾼い評価を得ている。
サポインの採択は目標件数3件に対して実績な
しとなったが、技術CDの活動が制限を受けた影
響が⾒て取れる。
経常利益も引き続き⿊字を確保し、財政⾯に
ついても目標を達成している。

指標の名称（単位） 目標値
（年度）R1 R2 R3

⽀援先における製品化・事業化件
数（件） A

人材育成主要講座における満⾜
度（％） A

サポインの新規採択件数
（件） B

地場産業振興事業など特殊要因
を除いた経常利益の⿊字維持 A



７ 団体の必要性の評価

※判定欄　…　○︓良好　　△︓改善を要する　　×︓抜本的な改革が必要

８ 団体改⾰の進捗状況（過去の⾏政経営推進委員会からの意⾒への対応状況）

※○︓対応済　　△︓対応中　　×︓未対応

団体の⾃己評価 県所管課による評価
判定 評価 判定 評価
○ 静岡県⻄部地域の特⾊であるものづくり、輸送

機器・光電⼦に特化した産業⽀援が必要であ
り、地域に根付いた⽀援体制を構築するために
も、必要である。

○ 平成29年度から⻄部地域の総合的な産業⽀
援機関として、県及び⻄部地域市町と連携し
て広域事業を実施している。
また、国や県、浜松市と協⼒し、輸送機器分
野や光・電⼦分野等の基幹産業化を広域的
に推進しており、必要性が認められる。

対応状況
団体記載 県所管課記載

公益法人移⾏を機に組織のあ
り方について検討(H23)

○ 浜松市の「はままつ産業創造セ
ンター」と⼀体化し、重複を解
消。

○ 浜松市の「はままつ産業創造セ
ンター」と⼀体化し、重複を解消
済み。（H24）

浜松地域を中心に広域的な産
業の活性化に向けた事業展開
(H23)

○ 浜松市を中心とした⽀援から、
静岡県⻄部地域の8市町を⽀
援対象に拡大した。

○ 浜松市を中心とした⽀援から、
県⻄部地域の８市町を⽀援対
象とした事業を実施している。

⾏政経営推進委員会意⾒
（経営健全性に係る意⾒を除く）



Ⅲ　点検評価（経営の健全性）

１ 財務状況

 単年度収⽀　　　
 経常損益

 事業収益

 事業外収益

 特別収益

 収⼊計
 事業費用

 事業外費用
 特別損失
 ⽀出計

（ 単位︓千円 ）

評価
(d-h)  14,553  11,210  23,620 A

(a+b-e-f)  14,553  11,210  23,620 A
公益目的事業会計  -1,270  -5,587  6,456 主に年度中途退職者人件費分

収益事業等会計  -  -  - 
法人会計  15,823  16,797  17,164 

 剰余⾦  336,466  347,677  371,297 A

※評価　…　Ａ︓プラス　　Ｂ︓特別な要因によるマイナス　　Ｃ︓マイナス

主な増減理由等
 資産  1,782,576  1,774,249  1,764,038  1,739,506 

 流動資産  479,834  437,775  417,765 補助事業終了▲10,281
サポイン事業▲16,474  431,930 

 固定資産  1,302,742  1,336,474  1,346,273 A-SAP特定資産＋10,678  1,307,576 

 負債  160,077  110,147  65,637  88,871 
 流動負債  144,097  91,773  47,917 補助⾦等未払⾦▲34,499  67,663 
 固定負債  15,980  18,374  17,720  21,208 

 正味財産/純資産  1,622,499  1,664,101  1,698,401  1,650,635 

 基本財産/資本⾦  965,700  996,091  1,006,771 A-SAP特定資産＋10,678  965,700 

 剰余⾦等  336,466  347,677  371,297  364,602 

 運用財産  320,333  320,333  320,333  320,333 

(a)  636,094  611,110  573,627  520,255 

うち県⽀出額  122,021  126,562  142,226 A-SAP補助⾦＋9,856、次世代
⾃動⾞C負担⾦＋3,750 他  160,239 

(県⽀出額/事業収益) (19.2%) (20.7%) (24.8%) (30.8%)
(b)  21,899  20,049  19,781  19,266 

うち基本財産運用益  12,455  12,419  12,437  12,437 
(c)  -  -  - 

うち基本⾦取崩額  -  -  - 
(d=a+b+c)  657,993  631,159  593,408  539,521 

(e)  643,440  619,949  569,788  543,727 

うち人件費  211,372  228,481  214,830 R2末退職者、R3中途退職者分 
等  233,942 

(人件費/事業費用) (32.9%) (36.9%) (37.7%) (43.%)
(f)  -  -  - 
(g)  -  -  - 

(h=e+f+g)  643,440  619,949  569,788  543,727 

収⽀差 (d-h)  14,553  11,210  23,620  -4,206 

区　　　　分 R1 決算 R2 決算 R3 決算 備考（特別な要因）

健
全
性
指
標

区　　　　分 R1 決算 R2 決算 R3 決算 R4 予算

支
出

資
産
の
状
況

収
支
の
状
況

収
入



２ 経営改善の取組の実施状況と評価

３ ⾚字の要因（前年度の単年度収⽀、経常損益が⾚字の団体のみ記載）

４ 経営の健全性の総括評価

※判定欄　…　○︓良好　　△︓改善を要する　　×︓抜本的な改革が必要
５ 団体改⾰の進捗状況（過去の⾏政経営推進委員会からの意⾒への対応状況）

※○︓対応済　　△︓対応中　　×︓未対応

単年度収⽀は23,620千円と⿊字決算、経営は健全である。
公益目的事業の経常損益は＋6,456千円であったが、R3年度中途退職職員分の補充ができなかったこと
により人件費が減少したため剰余⾦となった。令和4年度は、⽋員の補充とともに、任期満了に伴う職員の⼊
替えについては、事業継続性を考慮した人員の補充を⾏い、事業を滞りなく適正に執⾏する。

団体の⾃己評価 県所管課による評価
判定 評価 判定 評価
○ 単年度収⽀は23,620千円と⿊字決算で、経

営は健全である。
公益目的事業の＋6,456千円については、令
和4年度に適切な職員補充等を⾏い、適正に
事業執⾏していく。

○ 令和３年度決算において、全体として⿊字を
確保しているが、法人会計で⿊字、公益会計
でも⿊字となり、収⽀相償の基準を満たしてい
ない。
公益会計が⿊字となった理由は、令和3年度
中途退職者の補充ができなかったため、人件
費が減少したためであるが、適正な事業執⾏の
ため、多様な求人媒体を活用するなど迅速な
人員補充が必要である。
令和4年4⽉1⽇現在においては、人員の補充
ができ、人員不⾜は解消されている。

対応状況
団体記載 県所管課記載

-

⾏政経営推進委員会意⾒
（経営健全性に係るもの）



Ⅳ　改善に向けた今後の方針

１ 点検評価を踏まえた経営の方向性

２ 今年度の改善の取組

今後の展望、中期的な経営方針（団体記載） 団体の方針に対する意⾒等（県所管課記載）
静岡県⻄部地域の未来を拓くがんばる中⼩企業を
⽀援することを基本とし、時流を読み解き、地域特性
を活かした⽀援事業を推進する。
国や県の事業採択に向け、財団の強みを活かした⽀
援事業を積極的に展開し、着実に定量的な成果を
上げる。
財務⾯では、引き続き、収⽀相償を実現し、適切な
事業運営を目指す。

フォトンバレーセンター事業や次世代⾃動⾞センター
事業などの地域の特性を活かした⽀援事業を引き続
き推進し、国や県の事業の採択に向けた活動を積極
的に⾏う必要がある。
また、経営の健全化を維持するため、収⽀相償の実
現を継続し、適切に事業を運営していくことが重要で
ある。

団体の取組（団体記載） 団体の取組に対する意⾒等（県所管課記載）
新型コロナウイルスの影響が続き、経済活動が大きな
制約を受け、さらに半導体を始めとした部品不⾜等
が起こり、当地域の基幹産業である製造業は大きな
影響を受けている。そうした中、地域企業は、カーボン
ニュートラルやDXなどの激変する環境に対応しなが
ら、生き残りをかけ、生産性向上や新規事業展開に
取り組む必要があるが、当機構では、経営・技術・知
財のコーディネーターが常駐する強みを活かし、企業
訪問等を通して地域企業の課題を吸い上げ、各企
業が置かれた状況に寄り添った⽀援を実施する。

浜松地域はもとより、静岡県の産業発展に寄与する
ことを目指し、企業の生産性向上や人手不⾜といっ
た課題解決を引き続き⽀援していくことが重要であ
る。
加えて、新型コロナウイルスや海外情勢不安による原
材料費⾼騰の影響で打撃を受けている中⼩企業に
対しては、企業の現場ニーズに応じた迅速且つ柔軟
な⽀援が求められる。



Ⅴ　組織体制及び県の関与

１ 役職員数及び県⽀出額等

２ 点検評価（団体記載）

３ 点検評価（県所管課記載）

（単位︓人、千円）
区　分 R1 R2 R3 R4 備考（増減理由等）

常勤役員数  1  1  1  1 
うち県ＯＢ  -  -  -  - 
うち県派遣  -  -  -  - 

常勤職員数  30  32  32  33 技術CD1名増
うち県ＯＢ  2  2  2  2 
うち県派遣  2  2  2  2 

県⽀出額  122,021  126,562  150,562  170,239 

補助⾦  8,924  23,661  38,857  38,819 
委託⾦  -  -  2,996 R3新規事業
その他  113,097  102,901  108,709  131,420 

県からの借⼊⾦  -  -  -  - 
県が債務保証等を
付した債務残⾼  -  -  -  - 

※役職員数は各年度４⽉１⽇時点、県⽀出額は決算額（当該年度は予算額）、借⼊⾦・債務残⾼は期末残⾼

項　目 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○︓基準を満たしている　　△︓基準を満たしていないが合理的理由がある　　×︓基準を満たしていない

項　目 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○︓基準を満たしている　　△︓基準を満たしていないが合理的理由がある　　×︓基準を満たしていない

定員管理の方針等を策定
し、組織体制の効率化に
計画的に取組んでいるか

○ フォトンバレーセンター事業や次世代⾃動⾞センター事業などの事業計画に
合わせて、有期雇用を基本として職員数を管理している。
組織については、業務の質的・量的な変化に常に的確に対応できる効率的
かつ機動的な体制となるよう⾒直しを⾏いながら、適切に運営している。

常勤の役員に占める県職
員を必要最⼩限にとどめて
いるか

○ 常勤役員の中には、県職員はいない。

常勤の職員に占める県か
らの派遣職員を必要最⼩
限にとどめているか

○ フォトンバレーセンター事業を⾏っていくために、必要最⼩限の人数である。

県からの派遣職員につい
て、必要性、有効性が認
められるか

○ 常勤職員のうち、県派遣職員2名はフォトンバレーセンターの副センター⻑及
び事業担当者であり、県OB2名はフォトンバレーセンターのチーフコーディネー
タと次世代⾃動⾞センターの副センター⻑である。地域の特性を活かした事
業を広域的に展開するため、積極的な関与が認められる。

県からの補助⾦等の⽀出
や借⼊⾦等について、必
要性、有効性が認められる
か

○ 浜松市中心の事業展開から県⻄部地域を対象に⽀援対象を拡大した広
域連携推進事業に対する補助⾦や、次世代⾃動⾞対応を全県ベースで
⽀援する次世代⾃動⾞センター事業に対する負担⾦であり、必要性が認め
られる。



Ⅵ　更なる効果的事業の実施に向けた取組

１ 外部意⾒把握の⼿法及び意⾒

２ 事業やサービスの⾒直し例

区　分 実施 結果公表 実施内容 主な意⾒・評価

 ○︓実施している／公表している　　―︓実施していない／公表していない

・当財団のほか、国、県、市などの使いやすい⽀援メニューを網羅した「ものづくり企業のための⽀援施策ガイ
ド（浜松版）」を平成28年から作成、各種セミナーや企業訪問等での事業説明ツールとして活用してい
る。平成29年から県⻄部広域版も作成。⽀援メニューを使った地域企業の事例紹介も掲載することで、地
域企業にわかりやすい内容とするよう努めている。
・財団HPでは、「新型コロナウイルス感染症関連情報」のバナーを情報別に整理するなど、利便性の向上を
図った。

外部評価委員
会

- -

利用者ｱﾝｹｰﾄ ○ ○ 講座やセミナー等の開催ごとに参加
者を対象にアンケートを実施してい
る。催しに対する評価と意⾒だけで
なく、企業の現状やお困りごとも聞い
ており、地域企業のニーズ・シーズの
収集手段の⼀つとして有効である。

人材育成主要講座における受講者の
満⾜度は100％である。先進的な取
り組みや現場における具体的な紹介
が概ね好評である。

利用者等
意⾒交換会

○ ○ 製造中核人材育成講座では、講
座開催の協⼒企業を委員とする運
営委員会を年1回開催しており、こ
の会の意⾒を参考に、翌年度のカリ
キュラムの策定及び翌年度以降の
事業の方向について検討している。

本講座は出席者の満⾜度も⾼く、大
きくカリキュラムを変える必要がないとい
う意⾒が大半である。

その他
(　　　)

- -




